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１．監査って何？
か ん さ

市役所は市民や市内の会社から集めた税金や国や県の補助金など

のお金を使って、市内の道路を作ったり、保育園や学校を運営したり、

困っている人のお世話をするなど、たくさんの仕事をしています。

たとえば、小学生のみなさんに関係のある仕事だと

〇学校の校舎や体育館、運動場などを管理する仕事

〇みなさんの給食を作る仕事

〇みなさんが遊びに行く児童館や

学童保育を運営する仕事

〇みなさんが飲んだり手を洗ったり

する水を作る仕事

〇お医者さんに行ったときの費用をはらう仕事

〇みなさんが通っている道路を作ったり直したりする仕事

まだまだたくさんあります。市役所の仕事はみなさんがお母さんの

お腹の中にいる時から死ぬまで全てに関わっています。

そして、市役所の仕事が、決められたルールを正しく守っているか

どうかや、最少の経費で最大の効果をあげているかどうかをチェック

するのが「監査」です。良くないところは直すように注意し、市民み
かんさ

なさんのため、より良い市役所になるよう

お手伝いをする大切な仕事です。

まるで市役所の健康診 断ですね。
しんだん
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２．最少の経費で最大の効果？

さて、ふだんみなさんがおかしを買う時、「おいしい」「楽しいオマ

ケが付いている」「テレビでコマーシャルをしていたから」といった

理由で選びませんか？おかしを作る会社は、みなさんに買ってもらえ

るように色々な努力をしています。おいしくなるように研究したり、

人気の出るようなオマケを付けたり、買いたくなるようなかっこいい

コマーシャルをつくっています。

もちろん、お金はかかりますが、みなさんがたくさん買ってくれる

ようになれば、会社はもうかったということになります。

では、市役所はどうでしょうか？

市民や市内の会社から集める税金や国からもらうお金は、毎年増え

ていくわけではありません。そして水道料や保育料などは、みなさん

の負担が増えないように、なるべく値段を上げないようにしています。

つまり、入ってくるお金は増えないのです。それどころか、これか

らは働く人がへって、入るお金は少なくなっていきます。

反対に、かかる費用はというと、みなさんが暮らしやすい能美市で

あるために、色々なサービスをするにはたくさんお金がかかります。

能美市は「子育て世代にやさしいまち」といわれます。子どもがい

るお家にうれしいサービスにたくさんのお金をかけています。

でも入ってくるお金が増えないのに、たくさんのお金を使うと、

たりなくなってしまいますよね。

だから、なるべくむだなお金をかけずに、工夫をして、みなさんが

満足できるようなサービスをすることが必要になります。

この工夫が「最少の経費で最大の効果をあげる」ということです。

-2-



３．能美市ではどんな監査をしているの？
か ん さ

能美市では、年間計画を立てて以下の監査を行っています。

〇例月現金出 納検査
すいとう

・・毎月１回、市の歳入、歳出について正しく手続きが行われ

きちんと運用されているかを検査します。

〇決算審査
しんさ

・・毎年７月に前の年度の全部の歳入・歳出が正しかったか

審査しています。その審査を行った後、市長にその結果を

報告し、その内容をまとめた「決算審査報告書」は９月に

行われる能美市議会に提出します。

〇定期監査

・・毎年１０月から１１月に前の年度の市の仕事が正しい方法

で適切に行われているか監査をします。

〇学校監査

・・毎年１２月ごろに小学校や中学校を訪問して学校の運営や

お金の管理、施設の管理などについて監査をします。
しせつ

地区ごとに分けて３校～４校を訪問するため、１つの学校

には３年に１回の監査になります。

〇工事監査

・・毎年１２月ごろに市の道路や建物などの工事について、予

定通り作られているか、手続きに誤りがないか監査します。

〇財政援 助団体等監査
えんじょ

・・毎年市がお金を出して仕事をしてもらっている団体や補助

金をはらった相手について、そのお金が目的通りに使用さ

れているか、正しくはらわれているかなどを監査します。
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〇その他の監査

・・必要に応じて行う「随時監査」と、市民から監査してほ
ずいじかんさ

しいという申しこみがあったときに行う「住民監査」が

あります。

※言葉の意味

歳入（さいにゅう）・・市に入ってくるお金

税金や補助金、施設の利用料、保育料など
しせつ

歳出（さいしゅつ）・・市がはらうお金

工事など仕事をしてもらったときの支 払、
しはらい

職員の給料や物を買った時の支払、施設の

電気料など

年度（ねんど）・・・市役所の一年間の仕事は、みなさんの学校と

同じように、４月１日に始まり、３月３１日で

終わる「年度」で区切られています。

決算（けっさん）・・その年度が終わったときに１年間のお金の

出入りをまとめたもの

※「検査」「審査」「監査」のちがい
しんさ

「検査」には計数の成否を調べる、「監査」は真実性、妥当性な
だとうせい

どを確かめる、「審査」は一定の判断を下すなど、言葉の意味に

ちがいがあります。ちょっとむずかしい言葉ですが、それぞれの

目的によって使い分けられています。
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４．監査委員ってどんな人がなるの？
か ん さ

（監査委員）

監査委員は監査をするために、地方自治法という国の法律によって

決められた役職です。

市民の代表として、監査を行う大切な仕事をする人です。

能美市の監査委員は２人です。（市の大きさによって必要な人数が

決められています。）任期は４年間です。

監査委員は市長が任命し、市議会に認めてもらう必要があります。ど

んな人がなるのかというと

〇能美市議会議員の中から選ばれる「議選委員」１人
ぎせん

〇市の仕事について意見を述べる知識のある人「識 見委員」１人
しきけん

監査委員が色々な仕事をする時に、クラス委員のように代表となる

人が必要になります。この仕事をする人を「代表監査委員」と呼び「識

見委員」が行うことになっています。

監査委員は色々な監査をおこない、話合いで報告の内容を決めます。

そして２人の連名で市長や市議会に報告します。

（監査委員事務局）

監査委員が監査をするときには、色々な準備が必要になります。

監査の対象となった仕事を担当している課に資料を作ってもらっ

たり、下調べをしたりするのが「監査委員事務局」です。公平な立場

で仕事をするため、事務局の職員は、市役所から独立した立場になり

ます。
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５．今までに監査で注意されたり罰を受けた人って
か ん さ ばつ

いるの？

きちんと仕事が出来ていなければ、監査委員は市長に対し、悪かっ

たことや、直さなければいけないことを報告し、後で直ったかどうか

を確認します。

監査委員は、あくまで監査をする人なので、監査をしてルールを破

っていたり、仕事のやり方に誤りがあった時は、監査委員が注意する

のではなく、報告をもらった市長から注意や罰を受けることになりま

す。

能美市では、今までの監査で、市長から罰を受けるような誤りなど

はありません。

全国の監査委員事務局の発表には、ルールを守らなかった、正しく

仕事をしていなかったことで、市役所の仕事におくれや、損害がでた

という監査の結果がホームページにのっていることもあります。興味

のある人は調べてみてください。
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６．住民監査って何するの？
か ん さ

住民監査は「住民監査 請 求 」があったときにする監査です。
せいきゅう

住民監査請求とは、市役所の職員の違反やお金に関する仕事の誤り
いはん

を防いだり、正しく直すために市民から「これはおかしいのではない

か、調べてほしい」と監査委員に申しこむことをいいます。

申しこむときに必要なことは、この３つです。

〇申しこむ人が能美市民であること

〇その問題が起こった日から１年以内であること

〇市役所の仕事のどこが悪いのかを説明できること

監査委員はこの申しこみがあったら、まず、申しこみの内容が監査

をする必要があるかどうか調べます。

そして違反や誤りの可能性があれば、監査をおこないます。監査を

して、市役所の職員や仕事の内容で直す必要があることが分かったら

市長に対して直すように求めます。

市長は監査委員から直すように言われた時は、しめきりとされた日ま

でにその仕事や職員の違反について直したことを報告します。

監査する必要がないと判断した場合は、監査しないことを申しこん

だ人に伝えます。

申しこんだ人は、住民監査の結果に不満がある場合や直すように求

められたことを実行しない場合には住民訴 訟という裁判を行うこ
そしょう

とができます。

能美市では、これまで住民監査請求の申し出はありません。
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監査について知りたいときは

能美市監査委員事務局までお問合せください。

電話 0761-58-2245

Fax 0761-51-2082


